




ごあいさつ

　本町では、平成30年３月に総合的なまちづくりの指針となる

茨城町第６次総合計画を策定し、目標とする町の将来像「三世

代が共に輝く元気交流空間　夢と希望を未来へつなぐまち」の

実現に向けて、平成30年度からの５年を期間とする前期基本計

画に掲げた各種施策を推進してまいりました。

　しかしながら、この間も、人口減少や少子高齢化の急速な進

行、それに伴う働く世代の減少、そしてデジタル田園都市国家

構想などデジタル社会への移行や地球温暖化防止に向けた脱

炭素社会の実現、さらには規制緩和やグローバル化によってもたらされた地場産業の空洞化、

多発する大規模自然災害など、本町を取り巻く社会情勢は複雑・多様化し、大きく流れを変えて

います。

　このたび策定した後期基本計画は、これら様々な課題に一つひとつ向き合い、迅速かつ適切

な対応を図るため、まちづくりの基本理念である、「住むことを誇れるまちづくり」、「人が行き交

うまちづくり」、「協働のまちづくり」に基づいて、前期基本計画を継承・発展させるとともに、時

代の潮流に対応する新たな視点と発想を加え、特に重点的に取り組むテーマとして位置づけた

６つの重点プロジェクトを中心に各種施策を進めていくこととしております。

　常に町民の幸せを願い、町の発展を念頭に置いて人々に愛され親しまれる茨城町固有の魅

力を創出し、この町が多くの人々に選ばれ、住む人が今よりも豊かに安心して暮らせるまちとな

るよう、全力でまちづくりに取り組んでまいりたいと考えておりますので、引き続き町民の皆様

のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　結びに、本計画の策定にあたり、慎重かつ熱心にご審議いただきました茨城町総合計画審議

会委員の皆様をはじめ、貴重なご意見をいただきました町民の皆様並びに関係各位に対し、心

から感謝申し上げます。

　令和５年３月

茨城町長 小 林　宣 夫
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茨城町民憲章

　わたくしたちは、美しい自然と、豊かな大地に

はぐくまれて、限りない躍進をつづける

茨城町の仲間です。

　美しく愛に満ちた郷土づくりに、責任と誇りを

もつて参加するため、ここに町民憲章を定めます。

１　ふるさとの自然を守り、

　　　美しい環境の町をつくりましよう。

１　からだをきたえ、教養を高めて、

　　　すこやかな町をつくりましよう。

１　隣人や家庭の愛を大切にして、

　　　まごころのかよい合う町をつくりましよう。

１　自分の仕事に責任と誇りをもち、

　　　活気に満ちた町をつくりましよう。

１　文化遺産を愛護し、

　　　先人の努力に感謝できる町をつくりましよう。

昭和 59 年 11 月 9 日

制定

町の花「桜」 町の木「梅」 町の鳥「うぐいす」
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